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Q32 3 時限⽬ 51 ⾴の過去問 問 10 の回答について A：〇とのことですが、「該⾮確認⼿
続きを定める法的義務がある」のはリスト規制に該当する貨物等の輸出者に対して課され
る義務規定であり、本問では 16 項に該当する先端材料を輸出しているケースと思いますの
で、「該⾮確認⼿続きを定める法的義務がある」には当たらないと思いますので、答えは×
ではないでしょうか？ 

また、B について、「メーカーQ は⼦会社に対し、遵守基準省令に基づき、〜〜〜適切な
指導を⾏う法的義務がある」で、〇であり、法的（努⼒）義務と説明がありますが、それで
は 39 ⾴に記載のイ〜ヌは義務・努⼒と区別されていますが義務・努⼒に関係なくいずれも
法的義務という認識でよろしいでしょうか？その認識で合っている場合、⼦会社指導、監査、
研修等は努⼒規定であっても、法的義務でもあるので必ず実施しなければならないという
事でしょうか？ 
 

 
 
A32 まず、上記図の下に「１．Ａ○Ｂ○Ｃ✕」と正解を表記しましたが、「１．Ａ✕Ｂ
✕Ｃ✕」に訂正させていただきます。ご質問いただいたとおり、Ａは✕になります。Ａは、
輸出令別表第１の１６の項に該当する先端材料を毎⽉輸出していることから、遵守基準省
令第１条第⼀号イの「該⾮確認責任者」を選任する法的義務があります。しかし、リスト規
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制該当貨物の輸出は⾏っていないことから、特定重要貨物等輸出者等ではありません。よっ
て、遵守基準省令第１条第⼆号ハの「該⾮確認に係る⼿続を定めること」（法的義務）は、
負いません。したがって、Ａは✕となります。 

Ｂについては、本邦にあるメーカーＱは、毎年数回、個別の輸出許可を取得して、輸出令
別表第１の６の項に該当する⼯作機械をブラジルに輸出しています。しかし、メーカーＱは、
輸出管理内部規程を経済産業省に届け出ていませんので、外為法等遵守事項で規定する法
的義務を負いません。⼦会社に関する遵守基準省令第１条第⼆号チの規定は、努⼒規定です
ので、Ｂは、法的義務を負いませんので、✕ということになります。 
 次の、義務・努⼒の規定についての質問ですが、（法的）義務規定と努⼒規定は、別のも
のです。遵守基準省令では、「〇〇すること」と規定されている場合は、（法的）義務規定で
すので、強制⼒がありますが、「〇〇するよう努めること」と規定されている場合は、努⼒
規定であり、強制⼒はないとされています。 


